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荒城農業体験交流館体験教室
対象  市内在住･在勤の方
場所  荒城農業体験交流館(国府町

八日町)
申込  下記期限までに TEL・ FAX (超

えた場合は抽選)
問合  荒城農業体験交流館

☎ 72-1066  FAX 72-1067
〈シルエットアート教室〉
日時  10月15日㈭  13:00～15:00
　　　　　　　  　19:00～21:00
定員  各9人　 参加料  1,100円
申込期限  10月8日㈭
〈飾り巻き寿司教室〉
日時  10月21日㈬  13:30～15:30
定員  12人　 参加料  1,400円
申込期限  10月14日㈬
〈お菓子つくり教室〉
　今回は、さつまいもの焼きプリ
ンを作ります。
日時  10月29日㈭　13:00～15:30
定員  6人　 参加料  1,400円
申込期限  10月15日㈭

『ひろげよう　育てよう　みどりの都市』10月は「都市緑化月間」です

〈花づくり講習会(寄せ植え実習)〉
対象  市内在住・在勤・在学の方
日時  11月7日㈯①  9:00～10:30

②10:30～12:00
場所  飛驒高山高等学校山田キャ

ンパス（山田町）
定員  各20人(超えた場合は抽選）
参加料  1,000 円
申込  10月21日㈬までに FAX MAIL

郵送 (①または②の希望時間、
住所、氏名、電話番号を明記)

使用期間は10月31日㈯まで！
プレミアム付き商品券「みんなで応援商品券」
　使用期間終了後、未使用の場合は払い戻しができませんので、忘れ
ずに使用期間内にご利用ください。利用可能店舗は下記QRコードま
たは高山商工会議所のHPで確認できます。
　市民の皆さんによる商品券の利用が、新型コロ
ナウイルスにより大きな影響を受けている事業者
の方々の応援につながりますので、ご協力をお願
いします。
問合  市プレミアム付き商品券委員会

☎ 36-0510 (平日9:00～17:00)

シートルベルト・チャイル
ドシートを着用しましょう
　10月は「シートベルト・チャイ
ルドシート着用強調月間」です。
シートベルトの着用は、高速道路
だけでなく、一般道でも全席着用
が義務付けられています。
　また、6歳未満の子どもを乗せ
るときは、成長に合わせ体格に合
うチャイルドシートを正しく着用
しましょう。
問合  協働推進課　☎ 35-3412

証明書コンビニ交付サー
ビスをご利用ください
　市内に住民登録があり、マイナ
ンバーカードをお持ちの方は、全
国のコンビニなどのマルチコピー機
で住民票や印鑑証明書を取得できま
す。
●取得できる証明書
住民票・印鑑証明書・戸籍証明
書、戸籍の附票、税証明書
●サービス利用店舗
セブンイレブン、ファミリー
マート、ローソン、Ｖドラッグ

※対応マルチコピー機設置店舗のみ
●利用時間
　6:30～23:00
※メンテナンス日を除く
※Ｖドラッグは各店舗の営業時間内

システムメンテナンスに伴い、証
明書コンビニ交付サービスを下記
の期間休止します。
休止期間  10月21日㈬ 6:30

～23日㈮ 6:30
問合  市民課　☎ 35-3496

離婚時の年金分割制度
　離婚した場合、二人の婚姻期間
について、厚生年金の支給額の計
算の基となる報酬額を分割して、
年金額を二人で分割できます。
　離婚後2年以内に手続きを行っ
ていただく必要があるので、お早
目に最寄りの年金事務所までご相
談ください(電話予約必要)。
＜年金分割（2種類）＞
①合意分割
・双方からの請求により、年金を
分割します。
・年金分割の割合は、双方の合
意、または裁判手続きによって
決定されます。
②3号分割
・サラリーマンの妻である専業主
婦の方など、国民年金第3号被
保険者であった方からの請求に
より、年金を分割できます。
・年金分割の割合は、1/2ずつと
なります。
・平成20年4月以降の第3号被保
険者期間中の報酬額が分割対象
となります。
※厚生年金保険の被保険者または
共済組合の組合員の被扶養配偶
者で、20歳以上60歳未満の方
問合  高山年金事務所 ☎ 32-6111

利用可能店舗一覧

〈版画年賀状づくり講習会〉
期日  11月5日～24日までの㈫・

㈭（全6回）
場所  市民文化会館（昭和町1）
定員  18人（超えた場合は抽選）
参加料  1,000 円
申込  10月21日㈬までに FAX MAIL

郵送

新型コロナウイルス総合窓口
開設場所を変更します
開設場所  市役所2階203会議室

(花岡町2)
※開設時間は変更ありません。
　(平日9:00～17:00)
問合  新型コロナウイルス総合窓口

☎ 36-0024

市民憲章推進協議会講習会
問合  市民憲章推進協議会 (生涯学

習課内 )☎ 35-3155
　　　　　 FAX 35-3414　
MAIL: shougaigakushuu@city.takayama.lg.jp




